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用語の解説  労働力状態   「労働力状態」とは，15 歳以上の人について，調査年の９月 24日から 30 日までの１週間(以下「調査週間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」により，次のとおり区分したものである。             労働力人口   就業者と完全失業者を合わせた人数  就業者   調査週間中，賃金，給料，諸手当，営業利益，手数料，内職収入など収入を伴う仕事を少しでもした人。 なお，収入を伴う仕事を持っていて，調査週間中，少しでも仕事をしなかった人のうち，次のいずれかに該当する場合は就業者としている。 (1) 勤めている人が，病気や休暇などで休んでいても，賃金や給料をもらうことになっている場合や，雇用保険法に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合 (2) 事業を営んでいる人が，病気や休暇などで仕事を休み始めてから 30 日未満の場合 また，家族の人が自家営業（個人経営の農業や工場・店の仕事など）の手伝いをした場合は，無 給であっても，収入を伴う仕事をしたこととして，就業者に含めている。  完全失業者   調査週間中，収入を伴う仕事を少しもしなかった人のうち，仕事に就くことが可能であって，かつ，ハローワーク（公共職業安定所）に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人  非労働力人口   調査週間中，収入を伴う仕事を少しもしなかった人のうち，休業者及び完全失業者以外の人（労働力状態「不詳」を除く）  労働力率   15 歳以上人口(労働力状態が「不詳」を除く。)に占める労働力人口の割合のことをいう。  従業上の地位   就業者について，調査期間中にその人が仕事をしていた事業所における地位によって，次のとお り区分したもの。     

<労働力状態>                                                 <就業の状態>                                   主に仕事                         就業者       家事のほか仕事             労働力人口                 通学のかたわら仕事                                   休業者      15 歳以上人口                 完全失業者                                        家事             非労働力人口       通学                          その他 
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    《《《《平成平成平成平成 22222222 年変更内容年変更内容年変更内容年変更内容》》》》       平成 22 年国勢調査では，従来雇用者の内訳が「常雇」及び「臨時雇」であったものを，雇用形態 の変化に対応するため，次のとおり「正規の職員・従業員」，「労働者派遣事業所の派遣社員」及び 「パート・アルバイト・その他」に変更した。 区分 内容 雇用者 会社員・工員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・パートタイムやアルバイトなど，会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で，次にいう「役員」でない人 正規の職員・従業員 勤め先で一般職員又は正社員と呼ばれている人 労働者派遣事業所の派遣社員 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され，そこから派遣されている人 パート・アルバイト・その他 ・就業の時間や日数に関係なく，「パートタイマー」，「アルバイト」又はそれらに近い名称で呼ばれている人 ・専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用され，雇用期間の定めのある「契約社員」や，労働条件や雇用期間に関係なく，勤め先で「嘱託職員」又はそれに近い名称で呼ばれている人 役員 会社の社長・取締役・監査役，団体・公益法人や独立行政法人の理事・監事などの役員 雇人のある業主 個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで，雇人がいる人 雇人のない業主 個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで，個人又は家族とだけで事業を営んでいる人 家族従業者 農家や個人商店などで，農仕事や店の仕事などを手伝っている家族 家庭内職者 家庭内で賃仕事（家庭内職）をしている人  産業   就業者について，調査期間中にその人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類によって分類したもの。(調査期間中「仕事を休んでいた人」については，その人がふだん仕事をしている主な事業所の事業の種類) 国勢調査に用いている産業分類は，日本標準産業分類を国勢調査に適合するように集約して編成したもので，分類の詳しさの程度により大分類，中分類，小分類がある。     《《《《平成平成平成平成 22222222 年変更内容年変更内容年変更内容年変更内容》》》》       平成 22 年調査の産業分類は，平成 19年 11 月に改定された日本標準産業分類を基準としており，大分類が 20 項目，中分類が 82 項目，小分類が 253 項目となっている。  労働者派遣法に基づく派遣労働者は，平成 17 年以前の調査では，「労働者派遣業」に分類していたが，22年調査から，派遣先で実際に従事する産業を基に分類している。    産業大分類を３部門に集約しているが，その区分は次によっている。 部門 内訳 第１次産業 Ａ:農業，林業 Ｂ:漁業 第２次産業 Ｃ:鉱業，採石業，砂利採取業 Ｄ:建設業 Ｅ:製造業 第３次産業 Ｆ:電気・ガス・熱供給・水道業 Ｇ:情報通信業 Ｈ:運輸業，郵便業 Ｉ:卸売業，小売業 Ｊ:金融業，保険業 Ｋ:不動産業，物品賃貸業 Ｌ:学術研究，専門・技術サービス業 Ｍ:宿泊業，飲食サービス業 Ｎ:生活関連サービス業，娯楽業 Ｏ:教育，学習支援業 Ｐ:医療，福祉 Ｑ:複合サービス事業 Ｒ:サービス業（他に分類されないもの） Ｓ:公務（他に分類されるものを除く）       
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新 旧 産 業 分 類 対 応 表  旧産業分類(平成 17 年国勢調査産業分類) (大分類 19，中分類 80，小分類 228) 新産業分類(平成 22 年国勢調査産業分類) (大分類 20，中分類 82，小分類 253) Ａ 農業 Ｂ 林業 Ｃ 漁業 Ｄ 鉱業 Ｅ 建設業 Ｆ 製造業 Ｇ 電気・ガス・熱供給・水道業 Ｈ 情報通信業   Ｉ 運輸業  Ｊ 卸売・小売業  Ｋ 金融・保険業 Ｌ 不動産業  Ｍ 飲食店，宿泊業    Ｎ 医療，福祉      Ｏ 教育，学習支援業  Ｐ 複合サービス業 Ｑ サービス業(他に分類されないもの)      Ｒ 公務(他に分類されないもの)    Ｓ 分類不能の産業  

Ａ 農業，林業（統合・新設）   ｢Ａ 農業｣と｢Ｂ 林業｣を統合 Ｂ 漁業 Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業（改称） Ｄ 建設業 Ｅ 製造業 Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 Ｇ 情報通信業     ｢Ｈ 情報通信業｣と｢Ｑ サービス業(他に分類されないもの)｣から中分類｢専門サービス業（他に分類されないもの）｣のうち小分類｢その他の専門サービス業｣の一部を統合 Ｈ 運輸業，郵便業(統合・新設)    ｢Ｉ 運輸業｣と｢Ｈ 情報通信業｣から小分類｢信書送達業｣を統合 Ｉ 卸売業，小売業（改称）     ｢Ｊ 卸売・小売業｣と｢Ｐ 複合サービス業｣から中分類｢協同組合(他に分類されないもの)｣の一部を統合 Ｊ 金融業，保険業（改称） Ｋ 不動産業，物品賃貸業（統合・新設）    ｢Ｌ 不動産業｣と｢Ｑ サービス業(他に分類されないもの)｣から中分類｢物品賃貸業｣を統合 Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業（新設）     ｢Ｐ 複合サービス業｣から中分類｢協同組合(他に分類されないもの)｣の一部，｢Ｑ サービス業(他に分類されないもの)｣から中分類｢学術・開発研究機関｣，｢専門サービス業(他に分類されないもの)｣(広告制作業を除く)，中分類｢広告業｣のうち小分類｢広告業｣の一部，中分類｢その他のサービス業｣のうち小分類｢他に分類されない事業 サービス業｣の一部を統合 Ｍ 宿泊業，飲食サービス業（統合・再編）    ｢J 卸売・小売業｣から中分類｢飲食料品小売業｣のうち｢料理品小売業｣の一部，｢Ｍ 飲食店，宿泊業｣を統合 Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業（新設）     ｢Ｏ 教育，学習支援業｣から中分類｢その他の教育，学習支援業｣のうち小分類｢教養・技能教 授業｣の一部，｢Ｑサービス業(他に分類されないもの)｣から中分類｢洗濯・理容・美容・浴場 業｣，｢その他の生活関連サービス業｣，｢娯楽業｣を統合 Ｏ 教育，学習支援業 Ｐ 医療，福祉 Ｑ 複合サービス業 Ｒ サービス業（他に分類されないもの）     ｢Ｈ 情報通信業｣から中分類｢放送業｣の一部，｢Ｎ 医療，福祉｣から中分類｢社会保険・社会福祉・介護事業｣，のうち小分類｢その他の社会保険・社会福祉・介護事業｣の一部，｢Ｑ サービス業(他に分類されないもの)から中分類｢廃棄物処理業｣，｢自動車整備業｣，｢機械等修理業｣，｢広告業｣のうち小分類｢広告業｣の一部，｢その他の事業サービス業｣(小分類｢他に分類されない事業サービス業｣の一部を除く)，｢政治・経済・文化団体｣，｢宗教｣，｢その他のサービス業｣のうち小分類｢その他のサービス業｣の一部，｢外国公務｣，｢Ｒ 公務(他に分類されないもの)｣から中分類｢地方公務｣のうち小分類｢都道府県機関｣及び｢市町村機関｣の一部を統合 Ｓ 公務（他に分類されるものを除く）（改称）     ｢Ｑ サービス業(他に分類されないもの)｣から中分類｢その他の事業サービス業｣のうち小分類｢他に分類されない事業サービス業｣の一部，｢その他のサービス業｣のうち小分類｢その他のサービス業｣の一部を移行 Ｔ 分類不能の産業    ＊  数値の見方 ・本文及び図表中の数値は，表章単位未満で四捨五入している。本文及び図表中の値は，表章単位未満を含んだ数値から算出している。 ・割合は，特に注釈がない限り，分母から不詳を除いて算出している。  


